
 
 
 
 
 
 

 

 

 

令和 8 年度 

宮城県スタートアップ加速化支援事業 
 

計画認定申請書作成マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人みやぎ産業振興機構  

事業支援課 



本申請書はエクセルで作成しています。一部の数値等は自動で計算されますので、以

下の順番でご記入ください。（青地の所だけ記入してください）  

 
＊各項目の☑ボックスにチェックをしながら進めてください。 

 

（１） エクセルの下部にあるタブの事業計画認定書（様式第 1 号）を選択し記入する。 

   

□ 住所、企業名、氏名等はここでは記入はしません。 

    ※次のページで記入します。 

 

□ 申請テーマを記入する。（別紙２の事業テーマと同一になるようにします） 

   

□ 該当の申請区分、事業区分に☑する。 

   ※デジタル活用・DX 推進枠で申請する方は事業内容が要件に合っているか確認のため、創業

支援専門員まで相談してください。 

   ※この段階では(1)総事業費の記入はしないでください。 

 

□ 申請書の作成に当たって商工会・商工会議所・創業支援機関の協力を受けている場合

は名称、担当者名を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

ここのタブから各シートを選択し 

てください 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） 別紙 1-①「１申請者の状況、２創業等の状況」を選択し記入する。 

  □ 企業名、役職名、氏名、ふりがなに間違いが無いように記入してください。 

※記入した内容は、先ほどの様式 1 号の住所、企業名、役職、氏名に反映されます。 

役職名（個人事業主→代表、株式会社→代表取締役、合同会社→代表社員） 

  □ 連絡先は日中に確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。 

  □ メールアドレスは 1日に 1回以上確認するアドレスにしてください。 

  □ 業種コードは日本標準産業分類の細分類コードを記入してください。分からない時は、

申請書の以下の URLを参照いただくか、お問い合わせください。 

総務省 日本標準産業分類 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html 

 

 

 

 

 

 

緊急の連絡が出来る電話番号とメ

ールアドレスを記入してください。 

 

 

職歴を記入してください 

学歴は必要ありません 

 

 

 

日本標準産業分類の細分類（4 桁）

です。 

 

 

 

個人事業主の場合は資本金の記

入は必要ありません 

 

代表者（申請者）は役員になりま

す。 

 



（３） 別紙 1-②「売上・利益等の計画」の下欄「売上高の積算根拠」を選択し記入する。 

 

□ 下欄の売上高の積算根拠を記入します。 

   

□ 積算根拠を記入後「３売上・利益等の計画」の①売上に反映されたことを確認してく

ださい。 

        ＊この段階では売上原価と販売管理費は記入しません。次の事業の経費明細を作成    

     後に記入します。  

 

 

 

最初に年月日のみ記入しま

す。 

・実績は既創業の場合のみ記入する。 

（創業～令和 8 年 3 月） 

・ 1 年目：R8 年 7 月１日～R9 年 3 月 

  2 年目：R9 年 4 月～R10 年 3 月 

  3 年目: R10 年 4 月～R11 年 3 月 

次に 

売上高の積算根拠を記入しま

す。 

積算された売上高が上の表の 1

年目、2 年目、3 年目①売上高に 

反映されます。 

 

※ 実績；既に創業されている場合は、創業から令和 8年 3月までの実績を記入してください。    

令和 8年 4月以降に開業もしくは開業予定の方は空欄でかまいません。 

※ １年目～３年目の期間は各年度４月～翌３月までになります。会社の事業期間にしないで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４） 別紙 1-⑤ 「事業の経費明細」を選択し作成する。 

 

□ 1年目総事業費には令和 8年 7月から令和 9年 3月までの補助対象以外の経費も含むす

べての経費を経費区分ごとに記入します。そのうち補助対象となる経費は補助対象経費

に記入します。 

 

□ 同様に 2年目総事業費には令和 9年 4月から令和 10 年 3 月の経費を記入します。 

 

 □ 補助金申請予定額を記入した各年度補助対象経費の 1/2 以内、合計 100 万円以内で記入

してください。 

（デジタル活用・DX 推進枠は 2/3 以内、合計 250 万円以内です） 

＊補助対象経費の経費区分は募集要項の別表「補助対象経費」からご確認ください 

           NG           NG     OK 

 

         

         この段階では欄外に「NG」と表示されています 

 

 

 

a1、a 2 の総事業費が
「３売上利益等の計
画」の②売上原価＋販
売管理費と同額になり
ます。 
また、A 2 か年度分
の総事業費が資金調達
の合計額と同額になり
ます。 

補助金予定申請額は  
デジタル活用・DX 推進
枠は 250 万円、一般枠は
100 万円が上限です    



 

（５） 別紙 1-②に戻って「売上・利益等計画」を記入する。 

 

□ 別紙 1-⑤「事業の経費明細」の各年度の a 総事業費を「3 売上・利益等の計画」の  

②売上原価と④販売管理費に分けて記入します。（A 総事業費＝売上原価＋販売管理

費） 

 ＊きちんと分けると先ほどの経費明細下部の「ＮＧ」の表示が「ＯＫ」に変わります。 

   

□ 営業利益が計算されていることを確認してください。 

   

□ 従業員数を忘れずに記入してください。 

  ※別紙１－①創業等の状況の従業員数と一致するようにします。 

 

 

 

 

 

 A 総事業費を②売上原価    

と④販売管理費に分ける。 

＊②＋④合計が a 総事業費と  

同額になります。 

 自動で営業利益が計算 

されます。 

  きちんと記入すると別紙 1-⑤    

「事業の経費明細」の下部 

にある NG が OK に変わります 

 必ずご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(６) 別紙 1-③「資金調達」を選択し記入する。 

  

□ 資金調達の期間は当事業の認定期間（２年間；令和 8年 7月～令和 10 年 3 月）です。 

 

□ 資金調達の合計額に A総事業費が反映されていることを確認してください。 

  

□ 事業期間内の銀行借入額、もしくは借入予定額と銀行名を記入します。 

 

□ 他の補助金（予定も含む）があるときはその他と下欄の他の補助金の活用状況の両方に

記入します。 

（自己資金＋当補助金＋金融機関からの借入金＋その他＝A総事業費） 

 

 

 

 

  

ここに経費明細の

A 総事業費が反映

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(７)別紙 1－④を選択し記入する。 

   

□ 3 年分（令和 8 年～令和 10 年）の事業計画を記入します。 

 

 

 

実施項目を記入し、

その実施期間に矢

印を引いてください。 

 

 

 

 

 

この矢印をコピーペーストで使っても構いません 

 

 

(８) 最後に一番最初に記入した事業認定書（様式 1 号）に総事業費・補助金申請予定額が反映

されていることをご確認ください。 

 

 

 ここでエクセルの記入は終わりになります。次は別紙2（word
版）の記入です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(９) 別紙 2（Word 版）の記入をする 

 □ 事業のテーマは認定申請書の「事業テーマ」と同一にし、四角の枠内に記入してくださ

い。地域課題の解決に資する事業内容はその枠の下部に記入します。 

   ※記入例をご参照下さい 

  

□ デジタル活用・DX 推進枠を選択される場合は事業で活用する先駆的なデジタル技術の

概要を分かりやすく記入してください。 

 

□ SDGｓは下に記載の 17 の目標から該当する番号を選択し、その取組内容を記入します。 

＊3 項目を超えるときは行を増やしてください。 

 

＊事業内容等には分かりやすいように図や表、写真等を入れていただいてもかまいません。 

 

 

  

 

 

事業テーマはこの枠の中

に記入してください。 

この事業テーマは別紙１

（EXCEL）と同一にしてくだ

さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(１０) 認定申請書に押印いただき、以下の関係書類とともに提出期限までにご提出ください。 

 

□ ア 事業計画書および事業の経費明細（別紙 1、別紙 1-2） 

□ イ 法人の場合は、定款の写し及び現在事項全部証明書、個人ですでに創業している場合は、個人事業

の開業・廃業等届出書の写し、これから創業する場合は住民票抄本を提出してください。 

□ ウ 納税証明書（全ての県税） ※お近くの県税事務所で取得してください。 

□ エ 会社案内等のパンフレット ＊作成していない場合は提出の必要はありません。 

□ オ 財務に係る資料（既に創業している場合） 

    ・法人の場合、直近の財務諸表等 

    ・個人の場合、直近の青色（白色）申告書の写し等 

□ カ その他理事長が必要と認める資料 

  ※ 事業承継型創業でご応募の方は事業譲渡契約書を添付してください。 

 

※直接、事業支援課 創業支援専門員までお持ちいただくことが望ましいですが、遠隔地等でお

越しいただけない場合は郵送でお願いします。その場合、送付前に書類が揃っているか、再確

認いただきますようお願いします。書類に不備があると受付することができませんので、ご了承く

ださい。 

※郵送は書留やレターパックなどの配達記録がとれる方法でお願いします。 

※納税証明書は必ずお近くの県税事務所で取得してください。税務署や市町村役場で取得でき

る納税証明書とは異なりますのでご注意ください。当機構のホームページには申請書の記入

例を載せております。 
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